
政
令
第

号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
四

項
、
第
六
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
の

中
９
の
項
を

の
項
と
し
、
８
の
項
を

の
項
と
し
、
７
の
項
を
８
の
項
と
し
、

（４）

11

10

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９
L
u
tr
o
g
a
le

p
er
s
p
ic
i
l
l
at
a

（ビ
ロ

ー

ド
カ
ワ
ウ
ソ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
の

中
６
の
項
を
７
の
項
と
し
、
２
の
項
か
ら
５
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

（４）

１
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
A
o
ny
x
c
in
e
r
ea

（コ
ツ
メ
カ
ワ
ウ
ソ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
カ
中

を
削
り
、

を

と
す
る
。

（２）

（３）

（２）

IKEDA33
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別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
二
の
チ
の

中
２
の
項
を
３
の
項
と
し
、
１
の
項
を
２
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を

（１）

加
え
る
。

１
B
a
le
a
r
i
ca

p
av
o
n
in
a

（カ
ン
ム
リ
ヅ
ル

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ハ
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
す
る
。

（８）

（９）

（４）

（７）

（５）

（８）

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ハ
の

中
２
の
項
を
３
の
項
と
し
、
１
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（３）

２
G
on
a
t
o
de
s
d
au
d
i
ni

（ダ
ウ
デ
ィ
ン
イ
ロ
ワ
ケ
ヤ
モ
リ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ハ
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（３）

（４）

（２）

（３）

（１）

（２）

（１

）

き
の
ぼ
り
と
か
げ
科

１
C
er
a
t
op
h
o
ra

e
r
de
l
e
ni

（ケ
ラ
ト
フ
ォ
ラ
・
エ
ル
デ
レ
ニ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

２
C
er
a
t
op
h
o
ra

k
a
ru

（ケ
ラ
ト
フ
ォ
ラ
・
カ
ル

）
令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

３
C
er
a
t
op
h
o
ra

t
e
nn
e
n
ti
i

（ケ
ラ
ト
フ
ォ
ラ
・
テ
ン
ネ
ン
テ
ィ
イ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

４
Co
p
h
o
ti
s
ce
y
l
a
ni
c
a

（セ
イ
ロ
ン
オ
マ
キ
キ
ノ
ボ
リ
ア
ガ
マ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

５
Co
p
h
o
ti
s
du
m
b
a
ra

（コ
フ
ォ
テ
ィ
ス
・
ド
ゥ
ム
バ
ラ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日



別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ホ
の

中
６
の
項
を
９
の
項
と
し
、
５
の
項
を
８
の
項
と
し
、
４
の
項
を
７
の
項
と
し
、

（５）

３
の
項
を
５
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
M
a
ur
e
m
y
s
a
n
na
m
e
ns
i
s

（ア
ン
ナ
ン
ガ
メ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ホ
の

中
２
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（５）

３
C
uo
r
a
bo
u
r
r
et
i

（ラ
オ
ス
モ
エ
ギ
ハ
コ
ガ
メ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

４
C
uo
r
a
p
i
c
t
ur
a
t
a

（カ
ン
ボ
ジ
ア
モ
エ
ギ
ハ
コ
ガ
メ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ホ
の

中
９
の
項
を

の
項
と
し
、
６
の
項
か
ら
８
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

（７）

11

５
の
項
を
６
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７
Ma
l
a
co
c
h
er
s
u
s
t
o
r
n
ie
r
i

（パ
ン
ケ

ー

キ
ガ
メ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ホ
の

中
４
の
項
を
５
の
項
と
し
、
３
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（７）

４
G
e
oc
h
e
l
on
e
el
e
g
an
s

（イ
ン
ド
ホ
シ
ガ
メ

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
八
の
イ
の

中
３
の
項
を
４
の
項
と
し
、
２
の
項
を
削
り
、
１
の
項
を
３
の
項
と
し
、
同
項
の

（１）

前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。



１
A
c
hi
l
l
i
de
s
ch
i
k
ae

c
h
ik
a
e

（ル
ソ
ン
カ
ラ
ス
ア
ゲ
ハ

）

昭
和
6
2
年
1
0
月
2
2
日

２
A
c
h
i
l
l
i
d
e
s
c
h
i
k
a
e
h
e
r
m
e
l
i

（ア
キ
ル
リ
デ
ス
・
キ
カ
エ
・
ヘ
ル
メ

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

リ

）

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
八
の
イ
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（１）

５
P
a
ri
d
e
s
b
u
r
ch
e
l
la
n
u
s

（パ
リ
デ
ス
・
ブ
ル
ケ
ル
ラ
ヌ
ス

）

令
和
元
年
1
1
月
2
6
日

別
表
第
六
の
２
の
項
中
「タ

ラ
パ
カ
地
方
第
一
区

」
を
「ア

リ
カ
・
パ
リ
ナ
コ
タ
州
及
び
タ
ラ
パ
カ
州

」
に
、
「

サ
ル
タ

、

県
又
は

」
を
「又

は

」
に
改
め
、
同
表
の

の
項
中
「及

び
キ
ュ

ー

バ

」
を
「

キ
ュ

ー
バ
及
び
メ
キ
シ
コ

」
に
改
め
る
。

19
、

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




